
■電気用品安全法＜抜粋＞

（事業の届出）

第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に

従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分

三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地（電気用品の輸入の事業を行う

者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所）

（承継）

第四条 前条の届出をした者（以下「届出事業者」という。）が当該届出に係る事業の全部を譲り渡

し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割（当該届出に係る事業の全部を承継させるもの

に限る。）があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合

において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続

する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、そ

の届出事業者の地位を承継する。

２ 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添え

て、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

（変更の届出）

第五条 届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業

大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるとき

は、この限りでない。

（基準適合義務等）

第八条 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式（以下単に「届出に係る型式」とい

う。）の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準（以

下「技術基準」という。）に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当すると

きは、この限りでない。

一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承

認を受けたとき。

二 試験的に製造し、又は輸入するとき。

２ 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品

（同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。）について検査を行い、

その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

（表示）

第十条 届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、

第八条第二項（特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項）の規定による義務を履行し

たときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

２ 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合で

なければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。



（販売の制限）

第二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付され

ているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

２ 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済

産業大臣の承認を受けたとき。

二 第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

（使用の制限）

第二十八条 電気事業法第二条第一項第十号 に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項

に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法 （昭和三十五年法律第百三十九号）第

二条第四項 に規定する電気工事士、同法第三条第三項 に規定する特種電気工事資格者又は同

条第四項 に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなけれ

ば、電気用品を電気事業法第二条第一項第十六号 に規定する電気工作物の設置又は変更の工事

に使用してはならない。

（輸出用電気用品の特例）

第五十四条 輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必

要な特例を定めることができる。

（経過措置）

第五十五条 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合におい

ては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範

囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

●電気用品安全法施行令（昭和三十七年八月十四日政令第三百二十四号）＜抜粋＞

（輸出用電気用品の特例）

第四条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条

（当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条 及び法第九条第一項 ）の規定は、適

用しない。

２ 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販

売の目的で陳列しようとするときは、法第二十七条第一項 の規定は、適用しない。

○電気用品安全法施行規則（昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十四号）＜抜粋＞

（表示の方式）

第十七条 法第十条第一項 の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項

について別表第五に規定する表示の方法によるものとする。

一 令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第六に規定する記号、届出事業

者の氏名又は名称及び法第九条第二項 に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名

称

二 令別表第二に掲げる電気用品にあつては、別表第七に規定する記号及び届出事業者の氏名

又は名称

２ 前項の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が

経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又

は届け出た登録商標（商標法 （昭和三十四年法律第百二十七号）第二条第五項 の登録商標をい

う。）を用いることができる。

３ 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする届出事業者又は検査機関は、様式第九

による申請書又は様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。




